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１．要 旨 

  市報のリニューアルに伴い、令和８年１月より市民記者による記事を廃止することとしたた

め、要綱の廃止を行う。 

 

〇施行日 

  令和８年１月１日 

 

 

    

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  総務課において審査済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

 リニューアル後の市報においては、市民団体等の紹介記事や市民投稿コーナー等を設けること

により、市民参加の機会を確保する。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに廃止手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 了承 

  


